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消費税免税店の拡大に向けた取組

パンフレットによる情報発信

・地⽅運輸局・経済産業局の「免税店相談窓⼝」の周知・活⽤を推進するとともに、全国各地で⼤⼩の
説明会の開催や講師派遣を実施。

・観光庁のホームページに国内事業者向けの「免税店サイト」を10⽉1⽇より開設。

○免税店情報をワンストップで入手
できる小売り事業者向けの「免税店
サイト」を10月1日より開設。

○免税制度に関するパンフレット
を地方運輸局等を通じて10,000部
配布。

地方自治体
商工会議所 等

地方運輸局 地方経済産業局

協力 協力
「免税店サイト」の開設

免税店相談窓口

全国で免税制度説明会を開催
○免税制度説明会を全国各地で
開催し、免税店許可取得を促進。
地方自治体等が主催の説明会に
は講師を派遣して支援。

関係省庁が連携して、小売り事業者への情報発
信と相談対応等により、免税店拡大を図る。
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全ての物品が免税対象

さぁ、免税店になろう！
世界を呼び込め！ 外国人旅行者をショッピングでおもてなし

私も行ってみよ！

ここは免
税店だか

ら

免税です
ごくお得

に

買い物が
楽しめる

わ！

外国人旅行者はショッピングが大好き

免税店を経営する事業者が、外国人旅行者など
の非居住者に対して一定の方法で販売する場合
には、消費税が免除される制度です。

※免税対象金額（一般物品1万円超/消耗品5千円超～
50万円）を満たすことが必要です。
※事業用又は販売用として購入されることが明らかなも
のについては免税の対象になりません。

免税店制度って何？

●訪日外国人はショッピングに平均約4万５千円支出しており、
特にアジアからの旅行者は、たくさん買物をされています。

●街で外国人をよく見かけませんか？ 外国人旅行者は10年前
と比較して約2倍に増加しており、東京オリンピック・パラリ
ンピック開催を追い風として、2020年2000万人に向け、
今後もさらなる増加が期待されています。

平成26年10月から免税制度を拡充
●これまで免税対象外であった消耗品（食品、飲料、薬品、化
粧品等）も免税対象に加わり、お菓子や地酒など、地域なら
ではの名産品も免税販売できるようになりました。

なぜ今、免税店制度なの？

あなたも免税店になりませんか？ 裏面を御覧頂き、まずはご相談ください。
※「免税店」とは、消費税法第８条に定める「輸出物品販売場」のこと。

薬

出典：平成25年訪日外国人消費動向調査

訪日外国人旅行者1人あたりの買物代（国籍・地域別）

中国

11万円

香港

5.2万円

台湾

4.2万円

タイ

5.3万円

マレーシア

4.1万円

●家電 ●バッグ
●衣料品 等

一般物品
●食料品 ●飲料品 ●医薬品
●化粧品 等

消耗品
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免税店シンボルマークの申請方法

観光庁　観光戦略課
（TEL）03-5253-8322

北海道運輸局　観光地域振興課
（TEL）011-290-2722

東北運輸局　国際観光課
（TEL）022-791-7510

関東運輸局　国際観光課
（TEL）045-211-7273

北陸信越運輸局　観光地域振興課
（TEL）025-285-9181

中部運輸局　観光地域振興課
（TEL）052-952-8009

近畿運輸局　観光地域振興課
（TEL）06-6949-6411

中国運輸局　国際観光課
（TEL）082-228-8702

四国運輸局　観光地域振興課
（電話）087-835-6357

九州運輸局　観光地域振興課
（TEL）092-472-2920

沖縄総合事務局　運輸部企画室
（TEL）098-866-1812

商務流通保安グループ　流通政策課
（TEL）03-3501-1708

北海道経済産業局　流通産業課
（TEL）011-738-3231

東北経済産業局　商業・流通サービス産業課
（TEL）022-221-4914

関東経済産業局　流通・サービス産業課
（TEL）048-600-0345

中部経済産業局　流通・サービス産業課
（TEL）052-951-0597

近畿経済産業局　流通・サービス産業課
（TEL）06-6966-6025

中国経済産業局　流通・サービス産業課
（TEL）082-224-5655

四国経済産業局　商業･流通･サービス産業課
（TEL）087-811-8524

九州経済産業局　流通・サービス産業課
（TEL）092-482-5455

沖縄総合事務局　経済産業部　商務通商課
（TEL）098-866-1731

本　省

地　域 観光庁・地方運輸局 経済産業省・地方経済産業局

北海道

東　北

関　東

北陸信越

中　部

近　畿

中　国

四　国

九　州

沖　縄

●免税店になるには、販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可が必要になります。
●観光庁ＨＰの消費税免税店サイト（http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html）を御覧頂くか
下記にある各運輸局、経済産業局の免税制度相談窓口、又はお近くの税務署までお問い合わせください。

免税店になるには？

免税店制度相談窓口

免税店の情報発信を強化

免税店シンボルマーク
●免税店のブランド化・認知度向上のための、免税店シンボルマークを創設しました！

●免税店シンボルマークを使用する際には、観光庁へ店舗情報等を申請ください。
●観光庁ＨＰ：免税店シンボルマーク申請サイト（http://www.tax-freeshop.jp/）

海外や訪日外国人への情報発信
●観光庁では、海外や訪日外国人に向けて日本の免
税店制度や、免税店シンボルマークを掲示する免税
店の店舗情報の発信等に取り組んでいます。

●日本政府観光局（JNTO）ＨＰ：免税情報発信サイト
（http://tax-freeshop.jnto.go.jp/）　　　　
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